
新たな評価の受審フローについて

大学全体で申請
データ入力

データ活用

大学

評価機関

大学
評価結果を学内で共有し、自己改善等に活用。改善結果は次回評価時の自己点検評価において
反映。
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大学全体の確認
をクリアしない大学
等は学部等単位
の評価に進まない

学長宛てに評価結果通知

内部質保証システムを中心とした大学全体で確認すべき事項を確認。
①大学全体の確認

②学部等単位の評価
 各学部等の自己点検評価結果に基づき、「教育の質」に特化した評価を学位の分野
に応じた学部等ごとに実施。

 評価結果は段階別に示す。

分野A 分野B 分野C 分野D 分野E 分野F

学長宛てに評価結果通知

※ 質保証の水準に達していないという指摘があった場合は、文部科学省において機関への対応を開始。
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※ 評価の過程もしくは評価結果が出た後において虚偽報告や重大な社会的倫理に反する事項が発覚し

た場合は、評定を保留ないし評定を取り消すこととする。
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